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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成28年9月15日(2016.9.15)

【公開番号】特開2016-60113(P2016-60113A)
【公開日】平成28年4月25日(2016.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2016-025
【出願番号】特願2014-189924(P2014-189924)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｃ  43/58     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  43/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｃ   43/58     　　　　
   Ｂ２９Ｃ   43/18     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月29日(2016.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　次に、第１の工程を開始するべく前記昇降機構を付勢し、上型１４を下型１２に向かっ
て下降させる。この下降の最中に、上型１４の囲繞壁５０の内側面が下型１２の突部２８
の外側面に対向する。囲繞壁５０の内側面が第１シール部材３２に接触すると、該第１シ
ール部材３２により、突部２８と囲繞壁５０の間がシールされる。その結果、図２に示す
ように、下型１２と上型１４の間に大気から遮断された閉空間７０が形成される。図２～
図４を参照して諒解されるように、閉空間７０は、製品キャビティ１６とシール間室５８
が連通した空間である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　突部２８の内側面が第２シール部材５６に接触すると、該第２シール部材５６により、
突部２８と柱状部４６の間がシールされる。その一方で、突部２８と囲繞壁５０との間で
は、第１シール部材３２によってシールされた状態が維持されている。従って、第１シー
ル部材３２と第２シール部材５６の間にシール間室５８が形成される。図３から容易に諒
解されるように、シール間室５８は、第２シール部材５６によって製品キャビティ１６か
ら遮断されている。換言すれば、閉空間７０がシール間室５８と製品キャビティ１６とに
区分され、両者が互いに独立した閉空間となる。
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